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新潟県条例第81号 

新潟県議会委員会条例の一部を改正する条例 

新潟県議会委員会条例（昭和31年新潟県条例第23号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という｡)に対応する同表の改正前の欄

中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という｡)が存在する場合には当該移動項を当該移動後項とし、

移動後項に対応する移動項が存在しない場合には当該移動後項（以下「追加項」という｡)を加える。 

次の表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び追加項を除く。以下「改正後部分」という｡)に対応

する同表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示を除く。以下「改正部分」という｡)が存在する場合には

当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には当該改正後部分を

加える。 

改 正 後 改 正 前 

第２条 （略） 

２ 特別委員は、委員会に付議された事件が議会に

おいて審議されている間、在任する。 

 

第４条 （略） 

２ 議員は、それぞれ一の常任委員となるものとす

る。 

３ 第１項ただし書の規定により委員を指名したと

きは、議長は、その旨を次の議会に報告しなけれ

ばならない。 

 

第６条 （略） 

２ 常任委員会及び特別委員会の委員長及び副委員

長は、議長が会議に諮つてこれを指名する。ただ

し、閉会中においては、議長が委員長及び副委員

長を指名することができる。 

３ 前項ただし書の規定により委員長及び副委員長

を指名したときは、議長は、その旨を次の議会に

報告しなければならない。 

第２条 （略） 

 

 

 

第４条 （略） 

 

 

２ 前項ただし書の規定により委員を指名したとき

は、議長は、その旨を次の議会に報告しなければ

ならない。 

 

第６条 （略） 

２ 常任委員会及び特別委員会の委員長及び副委員

長は、議長が会議に諮つてこれを指名する。 

 

附 則 

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律（平成24年法律第72号）附則第１条ただし書に定める日から施

行する。 

 


